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◆
報
告
第
16
号

第
３
回
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会

豊
口
小
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
第
３
回
小
委
員
会
で
の
審
議

の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

５
月
25
日
に
、
長
岡
市
役
所
で
第
３
回
新
市
建
設
計
画
策
定

小
委
員
会
（
以
下
「
小
委
員
会
」
と
い
う
）
を
開
催
し
、
第
２

回
小
委
員
会
に
引
続
き
、
計
画
書
（
素
案
）
の
序
章
か
ら
第
３

章
ま
で
の
内
容
を
審
議
し
ま
し
た
。
小
委
員
会
委
員
か
ら
は
「
地

域
経
営
で
は
市
民
と
行
政
の
役
割
の
考
え
方
を
明
確
に
し
た
方

が
よ
い
」
な
ど
の
重
要
な
意
見
も
で
ま
し
た
。

審
議
の
結
果
と
し
て
は
、
任
意
合
併
協
議
会
で
決
ま
っ
た
「
新

市
将
来
構
想
」
の
４
つ
の
「
地
域
ら
し
さ
価
値
」
や
「
重
点
実

現
項
目
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
戦
略
方
針
を
審
議
し
、
基

本
的
な
承
認
を
得
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ
の
戦
略
方
針
に
基
づ

い
て
具
体
的
な
施
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎

建
設
計
画
書
（
素
案
）
の
「
第
３
章
新
市
建
設
計
画
策
定
の

概
要
」
の
一
部
を
掲
載
し
ま
し
た
。
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（
右
図
参
照
）

建
設
計
画
に
登
載
す
る
事
業
を
①
戦
略
的
事
業
、
②
生
活
基
盤

整
備
事
業
、
③
合
併
に
伴
い
必
要
と
な
る
事
業
の
３
つ
に
区
分
し

ま
し
た
。

今
回
さ
ら
に
、
①
戦
略
的
事
業
の
中
か
ら
合
併
後
３
年
程
度
ま

で
に
着
手
で
き
、
皆
さ
ん
の
新
市
に
対
す
る
期
待
感
・
達
成
感
を

醸
成
で
き
る
も
の
を
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
ま
し
た
。

５
月
28
日
に
、
長
岡
市
の
パ
ス
ト
ラ
ル
長
岡
に
お
い
て
、

第
５
回
長
岡
地
域
合
併
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
）

を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
報
告
事
項
と
し
て
、
第
３
回
新
市
建
設
計
画
策
定

小
委
員
会
の
内
容
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

協
議
事
項
で
は
、
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
提
案
し

ま
し
た
。
６
市
町
村
議
会
に
お
い
て
も
方
針
が
一
致
し
た
こ

と
も
あ
り
、
協
議
の
結
果
、「
定
数
特
例
」
を
適
用
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た（
現
在
の
６
市
町
村
議
会
の
議
員
数
１
１
７

人
を
合
併
後
40
人
に
し
ま
す
）。
任
期
に
つ
い
て
は
、
次
回
以

降
に
協
議
し
ま
す
。

��������	
����

報告事項
報告第16号：第３回新市建設計画策定小委員会

協議事項
議案第32号：平成15年度長岡地域合併協議会決算
議案第33号：議会の議員の定数及び任期の取扱い
議案第34号：各種事務事業の取扱い（その４）

��������������
将来構想の地域らしさ価値（ブランディング価値）を高める
ために、市民・行政が一体となって進めていくべき事業

� �������	��
��

�� �!"#$%&�'&��
社会基盤の水準が低い地域が存在することは、新市全体での
一体感を失うことにもつながることから、新市全体の安定、
住民の生活に対する安心感を高めるための、都市として必要
最低限と判断される社会基盤整備事業

 ��������������������� !

!"#$%(&)*+,-./0��
新市の一体性の速やかな確立及び住民の福祉向上を図るため
の一体感醸成・効率化・統廃合に資する事業

" #$%&'()*+,���-.!

リーディングプロジェクトとは
合併後３年程度までに着手（一定の成果を得る）、実現でき、新市民の
達成感が得られ、“新市としてやっていける”という期待感を醸成する
ハード・ソフト事業と定義します。
（新市民と行政が新市を実感し、アピールできる事業）
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▼
地
域
ら
し
さ
価
値
を
高
め
る
と
と
も
に
、
新
市
民
の
安
心
感
・
一
体
感
を
醸
成
す
る
事
業

リーディングプロジェクト：期待感・達成感
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平成16年（2004年）６月８日(1)
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○
ご
み
の
分
別
収
集

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
と
そ
れ
に
続
く
３
か
年
度
は
現
行
ど
お

り
と
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
の
結
果
と
同
様
の
調
整
方
針
で
す
。
各
市

町
村
で
は
、
ご
み
処
理
基
本
計
画
に
基
づ
く
ご
み
の
分
別
収
集

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
分
別
種
類
や
収
集
回
数
な
ど
が
異
な
っ

て
い
る
た
め
、
分
別
収
集
方
法
が
最
も
充
実
し
て
い
る
長
岡
市

の
制
度
に
統
一
し
ま
す
。

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ご
み
の
分
別
が

全
体
と
し
て
向
上
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
ご
み
の
減
量
化
や
リ

サ
イ
ク
ル
推
進
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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○
水
道
料
金

調
整
方
針

新
基
準
を
創
設
し
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
は
現
行
ど
お
り
と
し
、
そ
れ
に
続
く
３

年
か
ら
５
年
を
目
途
に
統
一
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
の
結
果
と
同
様
に
３
年
か
ら
５
年
を
目
途

に
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
が
、
各
市
町
村
で
料
金
体
系
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
基
準
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。た
だ
し
、中
之
島
町
及
び
三
島
町
は
給
水
区
域
が
異
な
り
料

金
が
統
一
で
き
な
い
た
め
、
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
ガ
ス
料
金

調
整
方
針

現
行
ど
お
り
と
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
の
結
果
と
同
様
の
調
整
方
針
で
す
。
越
路

町
の
み
が
市
町
村
単
独
経
営
で
ガ
ス
事
業
を
行
っ
て
い
る
た
め
、

現
行
ど
お
り
と
な
り
ま
す
。
中
之
島
町
及
び
三
島
町
は
供
給
区

域
が
異
な
り
料
金
が
統
一
で
き
な
い
た
め
、
別
途
検
討
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
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○
下
水
道
使
用
料
（
農
業
集
落
排
水
事
業
を
含
む
）

調
整
方
針

新
基
準
を
創
設
し
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
は
現
行
ど
お
り
と
し
、
そ
れ
に
続
く
３

年
か
ら
５
年
を
目
途
に
統
一
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
で
は
、「
適
当
な
期
間
を
経
過
し
た
後
に
統

一
す
る
」
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
３
年
か
ら
５
年
を
目
途
に

新
た
に
基
準
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
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各 種 事 務 事 業 分 類 調 整 方 針

37 生きがい対応型デイサービス 合併後に統一
新制度を創設し統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年
度は現行どおりとする。

38 在宅介護支援センター事業 〃

長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおり
とする。なお、在宅介護支援センターの委託化については、第
３期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において検討する
ものとする。

39 緊急通報システム
当分の間
現行どおり

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

40 配食サービス事業 〃 〃

41 養護老人ホーム（措置） 現行どおり 国の制度であり、調整不要。

42
老人保護措置事業（やむを得な
い事由による措置）

〃 〃

43 老人カウンセラーによる相談 合併後に廃止
廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとする。なお、廃止
後は介護相談員派遣事業等高齢者に関する相談業務全体のなか
で対応する。

44 老人住宅資金の貸付 合併時に廃止
廃止する。ただし、既貸付者については現行どおりとする。な
お、廃止後は長岡市住宅建設等特別融資資金貸付制度のなかで
扱うものとする。

45 在宅高齢者等外出支援事業 継続協議 継続協議

46 入院見舞金 合併後に廃止
廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとする。なお、廃止
後は高齢者在宅支援施策の充実に努めるものとする。

47 軽度生活援助事業 〃 〃

48 訪問理美容サービス 〃 〃

49
精神障害者ホームヘルプサー
ビス事業

合併後に統一
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

50 精神障害者デイサービス事業 〃 〃

51 難病患者の在宅生活支援 〃 〃

52 精神障害者交通費の助成 〃
長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおり
とする。なお、通院に係る交通費については、平成17年度に上
限額を設定し、それに続く２か年度で段階的に廃止する。

53 精神障害者地域交流事業
当分の間
現行どおり

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

54 精神障害者短期入所事業 現行どおり 県の制度であり、調整不要。

55 精神障害者介護見舞金 合併後に廃止
廃止する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおり
とし、その後２か年度で段階的に廃止する。なお、廃止後は精
神障害者施策の充実に努めるものとする。

56 難病患者の利用者負担金助成 〃

廃止する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおり
とし、その後２か年度で段階的に廃止する。なお、廃止後は国
の居宅生活支援事業に基づき、難病患者の日常生活の支援をは
じめ自立と社会参加の促進に努めるものとする。

57 難病患者の通院費助成 〃

廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとし、平成17年度に
上限額を設定し、それに続く２か年度で段階的に廃止する。な
お、廃止後は国の居宅生活支援事業に基づき、難病患者の日常
生活の支援をはじめ自立と社会参加の促進に努めるものとする。

���	��

各 種 事 務 事 業 分 類 調 整 方 針

1
ごみステーション設置補助事
業

合併後に統一
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

2 生ごみ処理機器設置補助事業 〃 〃

3 資源回収奨励事業 〃 〃

4 ★ごみの分別収集 〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く３か
年度は現行どおりとする。

5 家庭ごみ処理手数料 〃 〃

6 事業ごみ処理手数料 〃
新たな料金に統一する。ただし、合併年度とそれに続く３か年
度は現行どおりとする。

7 し尿汲取り手数料 〃 〃

������	��

各 種 事 務 事 業 分 類 調 整 方 針

1 ★水道料金 合併後に統一
新基準を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとし、
それに続く３年から５年を目途に統一する。

2 水道の加入金 〃 〃

3
水道メーターの検針サイクル
及び水道料金の納付

合併時に統一
長岡市の制度に統一する。なお、公営ガス対象地区（越路町）
は現行どおりとする。

4 ★ガス料金 現行どおり 現行どおりとする。

5
ガスメーターの検針サイクル
及びガス料金の納付

〃 〃

����	��

各 種 事 務 事 業 分 類 調 整 方 針

1
★下水道使用料 （農業集落
排水事業を含む）

合併後に統一
新基準を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとし、
それに続く３年から５年を目途に統一する。

2 下水道受益者負担金の額 現行どおり 現行どおりとする。

3 下水道受益者負担金の規定 合併時に統一
長岡市の制度に統一する。ただし、既賦課決定した分について
は現行どおりとする。

4
処理区域外の下水排除制度〔工
事負担金〕
（農業集落排水事業を含む）

当分の間
現行どおり

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

5
処理区域外の下水排除制度〔公
共汚水ます〕
（農業集落排水事業を含む）

合併時に統一
長岡市の制度に統一する。ただし、小国町の公費負担について
は、当分の間現行どおりとする。

6
水洗便所設備改造等工事資金
融資制度
（農業集落排水事業を含む）

〃 長岡市の制度に統一する。

7
利子補給制度 （農業集落排水
事業を含む）

合併時に廃止
廃止する。ただし、既利子補給者については、現行の条件のま
まとする。なお、廃止後は、水洗便所設備改造等工事資金融資
制度で対応する。

��� �����	
��
○と き ６月16日� 午後６時30分から
○ところ ホテルニューオータニ長岡（長岡市台町２丁目）
○受 付 午後６時から
傍聴席は会場の都合上50席程度です。原則として、どなたでも傍

聴できますが、座席は先着順とし、満席の場合は入場をお断りする
ことがありますので、あらかじめご容赦ください。なお、事前予約
は不要ですので、当日会場に直接お越しになってください。
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長岡市幸町２-１-１ 長岡市役所内

電 話 ３９-２２６０・３９-２２２７（直通）
ＦＡＸ ３９-２２５４
ホームページアドレス ����：��������	�
���	�����

Ｅメールアドレス ������＠��	�����	�����

�'�� !"#�()*平成16年（2004年）６月８日 (4)
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○
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

調
整
方
針

長
岡
市
の
計
画
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
平
成

17
年
度
ま
で
の
第
２
期
計
画
は
、
各
市
町
村
の
計

画
の
集
合
を
も
っ
て
新
市
の
事
業
計
画
と
し
て
取

り
扱
う
も
の
と
す
る
。

６
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
内
容
が
異
な
る
た
め
統
一
す

る
も
の
で
す
。
平
成
18
年
度
か
ら
開
始
の
第
３
期
介
護
保
険
事
業

計
画
は
、
平
成
17
年
度
に
新
市
で
策
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
介
護
保
険
料

調
整
方
針

新
た
な
介
護
保
険
料
額
を
定
め
、
平
成
18
年
度

か
ら
統
一
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
で
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
統
一
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
し
た
が
、
負
担
の
公
平
性
な
ど
の
観
点
か
ら
平
成
18
年

度
か
ら
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

○
痴
呆
性
高
齢
者
家
族
や
す
ら
ぎ
支
援
事
業

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合
併

年
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

要
支
援
、
要
介
護
１
、
要
介
護
２
と
認
定
さ
れ
て
い
る
痴
呆
性

高
齢
者
を
対
象
に
、
家
族
の
外
出
や
休
息
の
必
要
な
時
間
帯
に
、

や
す
ら
ぎ
支
援
員
を
派
遣
し
、
見
守
り
や
話
し
相
手
を
す
る
も
の

で
す
。
長
岡
市
で
行
っ
て
い
る
制
度
を
新
市
全
体
に
拡
大
し
ま
す
。

○
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
割
引
券
の
支
給

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合
併

年
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

高
齢
者
の
健
康
の
保
持
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
75
歳

以
上
の
希
望
者
に
対
し
て
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術

費
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。
長
岡
市
で
行
っ
て
い
る
制
度

を
新
市
全
体
に
拡
大
し
ま
す
。（
１
回
１
，
０
０
０
円

年
６
回
）

表の見方（主なもの）

「合
・
併
・
時
・
に統一」 合併する日に制度を統一するものです。

「合
・
併
・
後
・
に統一」

合併する日は各市町村の制度のままで、ある時期から統一する
ものです。各表の調整方針では、ただし書きでいつから統一す
るかなどを示しています。

「当分の間現行どおり」 しばらくは各市町村の制度のままとし、時間をかけて統一する
ものです。

「現行どおり」 それぞれの地域で実施してきた制度を、合併後もそのままその
地域ごとに適用して実施するものです。

「○○市（町村）の制度に
統一する。」

現在のそれぞれの市町村の制度を、新市全域において統一して
実施するものです。

「○○市（町村）の制度を
基に統一する。」

現在のそれぞれの市町村の制度を基にして、制度を創設し、新
市全域において統一して実施するものです。

「合併年度は現行どおり」
合併日は決まっていませんが、平成16年度末までに合併するこ
とは確認されています。合併年度の期間は、合併日からその年
度末までとなります。

★（星マーク） 任意合併協議会での各種事務事業で方針を示した項目です。
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各 種 事 務 事 業 分 類 調 整 方 針

1
介護保険料滞納者に対する保
険給付の制限等

合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

2
高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画

合併後に統一
長岡市の計画に統一する。ただし、平成17年度までの第２期計
画は、各市町村の計画の集合をもって新市の事業計画として取
り扱うものとする。

3 認定調査 〃
長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおり
とする。

4 ★介護保険料 〃 新たな介護保険料額を定め、平成18年度から統一する。

5 介護保険料の算定・納期等 〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

6 介護保険料の減免（法定減免） 〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年
度は現行どおりとする。

7 介護保険料の減免（法定外減免） 〃
新制度を創設し統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年
度は現行どおりとする。

8
特別な事情による利用料の減
免（法定減免）

〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年
度は現行どおりとする。

9
診療所が実施する介護保険サ
ービス

当分の間
現行どおり

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

10 居宅介護支援事業等（直営） 合併後に廃止
廃止する。ただし、廃止する時期や事業の民営化等については、
第３期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において検討す
るものとする。

11 介護支援専門員等支援事業 合併後に統一
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

12 住宅改造費の助成（高齢者分） 〃 県の基準に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

13 ナイトデイサービス支援事業 〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

14
痴呆性高齢者家族やすらぎ支
援事業

〃 〃

15
社会福祉法人等利用者負担軽
減事業

〃 〃

16
生活困窮者利用者負担軽減事
業

〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年
度は現行どおりとする。

17 介護相談員派遣事業 〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

18 リフォームヘルパーの派遣 〃 〃

19
家族介護支援短期入所（緊急時
支援サービス）

〃
中之島町の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どお
りとする。

20
在宅高齢者等紙おむつ支給事
業（高齢者分）

〃
新基準を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

21
家族介護見舞金支給事業（高齢
者分）

〃 〃

22 訪問介護利用者支援事業 現行どおり 国の制度であり、調整不要。

23
高齢者福祉施策で実施する介
護サービス

合併後に廃止
廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとする。なお、廃止
後は介護保険サービスや介護予防等の高齢者福祉施策のなかで
対応を図るものとする。

24 家族介護慰労事業 〃
廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとする。なお、廃止
後は家族介護見舞金支給制度のなかで対応を図るものとする。

25 在宅介護者特別助成金 〃 〃

26 住宅改造費の助成（障害者分） 合併後に統一 県の基準に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

27 紙おむつ支給事業（障害者分） 〃
新基準を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

28
家族介護見舞金支給事業（障害
者分）

〃 〃

29
はり・きゅう・マッサージ割
引券の支給

〃
長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとす
る。

30 日常生活用具の給付・貸与 〃 〃

31 福祉電話の貸与 〃 〃

32 要援護老人家庭援助事業 〃 〃

33 高齢者住宅等生活援助員派遣 〃 〃

34
自立支援ホームヘルプサービ
ス

〃
長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおり
とする。

35 養護老人ホーム短期入所事業 〃 〃

36 寝具乾燥サービス 〃 〃

次頁に続く

◎
６
市
町
村
議
会
合
併
連
絡
会
（
座
長：

小
熊
長
岡
市
議
会
議

長
）
の
報
告

前
回
の
協
議
会
で
「
長
岡
方
式
の
地
域
自
治
」
の
骨
格
が

決
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
十
分
配
慮
さ
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
合

併
特
例
法
に
規
定
す
る
「
定
数
特
例
」
で
い
き
た
い
。

◎
議
案
第
33
号
で
の
意
見
・
要
望

定
数
特
例
を
や
む
を
得
ず
了
承
す
る
か
ら
に
は
、「
権
限
の

あ
る
強
い
地
域
自
治
組
織
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
、

「
長
岡
方
式
の
地
域
自
治
」
を
規
則
な
ど
で
な
く
、
条
例
で

規
定
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
地
域
委
員
会
は
単
な
る
附
属
機

関
で
な
く
権
威
の
あ
る
特
別
な
附
属
機
関
と
し
て
位
置
付
け

て
ほ
し
い
。
地
域
固
有
業
務
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
要
望
を

十
分
く
み
取
り
、
で
き
る
だ
け
多
く
地
域
固
有
業
務
と
な
る

よ
う
最
大
限
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
財
源
も
確
実
に
担
保
し

て
ほ
し
い
。

◎
会
長
（
森
長
岡
市
長
）
の
答
弁

「
長
岡
方
式
の
地
域
自
治
」
に
あ
る
「
地
域
委
員
会
」
は
、

合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
地
域
審
議
会
」
と
同
等

の
権
限
を
有
す
る
も
の
と
し
て
前
回
骨
格
が
決
定
し
た
と
認

識
し
て
い
る
。
こ
の
「
地
域
委
員
会
」
は
合
併
に
伴
っ
て
設

置
す
る
こ
と
の
み
で
な
く
、
面
積
が
拡
大
し
て
い
く
基
礎
的

な
自
治
体
の
あ
り
方
の
中
で
、
地
域
の
特
色
を
生
か
し
て
い

く
た
め
に
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
組
織
で
あ
り
、
単

な
る
附
属
機
関
と
は
考
え
て
い
な
い
。
長
岡
市
長
と
し
て
も
、

当
然
「
地
域
委
員
会
」
の
提
案
や
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

「
長
岡
方
式
の
地
域
自
治
」
に
ふ
さ
わ
し
い
要
綱
等
を
検

討
し
て
い
く
。

◆
議
案
第
34
号

各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
そ
の
４
）
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◎
議
案
第
34
号
で
の
意
見
・
要
望

「
在
宅
高
齢
者
等
外
出
支
援
事
業
」
は
、
県
が
４
分
の
３

を
補
助
す
る
事
業
で
あ
り
、
市
町
村
負
担
が
少
な
い
た
め
、

廃
止
で
は
な
く
継
続
で
お
願
い
し
た
い
。

◎
会
長
の
答
弁

分
科
会
に
お
い
て
も
う
一
度
議
論
し
、
そ
の
結
果
を
次
回

以
降
の
協
議
会
に
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

協
議
の
結
果
、「
在
宅
高
齢
者
等
外
出
支
援
事
業
」
は
継
続
協

議
と
な
り
ま
し
た
。

平成16年（2004年）６月８日(3)
�

�
�

�

◆
議
案
第
32
号

平
成
15
年
度
長
岡
地
域
合
併
協
議
会
決
算

�
�
�
�
�
�
�
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◆
議
案
第
33
号

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
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議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る

法
律
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
定
数
特
例
を
適
用
す
る
。

��������	
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重点実現項目 戦略方針

「新ながおか元気印ブラ
ンド」の創造による「食
の付加価値」の確立

「元気印＝健康とおいしさ」という長岡農産物
のブランド力を支える農家・生産組織の意識喚
起や、土づくり活動などの推進を図る
長岡特産農産物の「元気印＝健康とおいしさ」
というブランド力の強化活動を行う

おいしさと安全・健康を
キーワードとする「新な
がおか料理」の発信

地元食材を活用した長岡でしか味わえない新し
い郷土料理や健康メニュー、特産品の開発を行
う
地産地消などを体系化し、安全・健康食材生産
地域としての“ながおか”を発信する

蛍が舞い、人の豊かな営
みが展開する「食」「農」
のユートピアを生み出す

潜在的地域資源の宝庫である農村や中山間地域
に対する意識の醸成と、農産物生産の人材ネッ
トワーク形成を図る
大都市圏からの来訪者受け入れ体制を整備し、
来訪者を含めた地域全体で進める環境・景観保
全活動の仕組みづくりを行う
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重点実現項目 戦略方針

地域資源を活用した新な
がおかコンベンション・
シティの創設

新市の伝統や地域資源を活用した特色あるふれ
あい交流活動を追求する
民間活力や様々な人材を活かしたコンベンショ
ンの仕組みを強化する

すべての市民が「新なが
おか親善大使」

住民の地域に対する愛着・意識形成と、それに
基づく市民レベルの交流の活性化を促進する
青少年活動を通じ“�������”を発信する

「暮らしたい」「働きたい」
「遊びたい」・・魅力ある
まちを目指す

にぎわいを創出するための柔軟なまちづくりの
仕組みを開発する（市民活力を誘発する社会資
本整備）
市民参画による地域資源を活用した市民が愛着
と誇りを持てる景観形成の仕組みづくりを行う
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新
市
将
来
構
想
で
は
住
民
の
思
い
や
期
待
、
長
岡
地
域
の
特
色

あ
る
地
域
資
源
（
地
域
の
強
み
）
か
ら
新
市
の
住
民
（
市
民
）
が

共
有
し
て
い
く
「
地
域
ら
し
さ
価
値
」
と
そ
の
価
値
を
高
め
る
た

め
の
「
重
点
実
現
項
目
」
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

新
市
建
設
計
画
に
登
載
す
る
事
業
の
選
定
に
先
立
ち
、
各
分
科

会
で
分
野
ご
と
の
「
地
域
ら
し
さ
価
値
」
に
対
応
し
た
戦
略
方
針

を
作
成
し
、「
重
点
実
現
項
目
」
別
に
「
戦
略
方
針
」
を
検
討
し
ま

し
た
。
こ
の
戦
略
方
針
は
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
新
市

の
「
地
域
ら
し
さ
価
値
」
を
高
め
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
取
組
ん

で
い
く
べ
き
《
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
な
指
針
》
と
い
え
ま
す
。

重点実現項目 戦略方針

新ながおかが誇る技と人
をネットワークする匠の
国を創り上げる

行政が関連団体とのコーディネート役を担い、
「技術」「人材」等のネットワークを構築する
新技術や高付加価値製品の開発につながる機会
創出や環境整備を行う
高速大容量情報通信網の強化など、産業地域と
してのインセンティブを高める
※インセンティブ：誘因、目標達成のための刺激

新しいビジネスモデルで
���� �� ��	�
��の
魅力を世界に発信する

ビジネスモデル開発を促進するための行政の支
援機能の発揮と、産学連携などの体制整備を図
る
価値創造型産業都市“�������”としてのプ
ロモーション活動の推進を図る

市民チャレンジャーの成
功と雇用を支える新たな
起業促進の風をおこす

ベンチャー企業やＮＰＯなどを含む新たな雇用
を創出する起業者への支援強化を促進する

未来のエジソンを生む人
材教育・人材育成の推進

「自分探し」を模索できる機会を提供し、開拓
者精神と自立心の醸成を図る人材教育（アント
レプレナー教育など）の仕組みづくりを行う
※アントレプレナー：起業家精神の持ち主

再学習機会の創出など、どの年代層からでも産
業革新に貢献できる人材を育成する社会システ
ムを構築する

歳入 （単位 円）

款 予算現額
（Ａ）

収入済額
（Ｂ）

比較
（Ａ）－（Ｂ）

１ 分担金及び負担金 28,672,000 19,796,945 8,875,055

２ 諸収入 1,000 0 1,000

歳入合計 28,673,000 19,796,945 8,876,055

歳出 （単位 円）

款 予算現額
（Ａ）

支出済額
（Ｂ）

比較
（Ａ）－（Ｂ）

１ 会議費 1,630,000 933,278 696,722

２ 事業推進費 26,043,000 18,863,667 7,179,333

３ 予備費 1,000,000 0 1,000,000

歳出合計 28,673,000 19,796,945 8,876,055

※ 定数の算出方法 （単位 人）

区 分 平成12年国勢調査人口 定 数
長 岡 市 １９３,４１４ ３３
中之島町 １２,８０４ ２
越 路 町 １４,２７１ ２
三 島 町 ７,６１８ １
山古志村 ２,２２２ １
小 国 町 ７,３８９ １
合 計 ２３７,７１８ ４０

旧町村ごとの定数＝
長岡市の定数×（編入される市町村の人口／長岡市の人口）
端数は四捨五入し、１未満は１とする

編入される町村の区域
に選挙区を設けるものと
し、各選挙区における議
会の議員の定数は次のと
おりとなります。

中之島選挙区 ２人
越路選挙区 ２人
三島選挙区 １人
山古志選挙区 １人
小国選挙区 １人

新市建設計画策定小委員会のようす
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重点実現項目 戦略方針

「生きる楽しみ」「育つ喜
び」が実感できる生活環
境の創出

市民の声や想いを集める仕組みや地域社会など
の情報収集・情報交換の仕組みを確立する
市民と行政の協働運営によるコミュニティの創
出・育成を図る

「元気に老いる」熟年力
を活かしたまちづくりの
推進

コミュニティスポーツや介護予防の推進など、
元気に老いるために社会人が健康づくりをしや
すい環境を整備する
熟年層からの職業意識形成や熟年の経験を活か
した活動場所づくりなどによる高齢者ライフの
活性化を図る

地球を想う「未来人」育
成・発信地域の創出

小・中学生の才能を地域で伸ばす仕組みづくり
と活動を強化する
若年層の豊かな発想を社会に反映させる仕組み
づくりを行う
伝統文化を継承・発信し、未来人を育てる文教
都市づくりを推進する

「子育て・教育」の分野
で日本のモデル地域とな
る「�世紀の米百俵プロ
グラム」の開発・推進

米百俵の精神に基づく地域住民による地域学校
教育プログラムの開発と実践を行う
「21世紀米百俵プログラム」＝学校と地域でつ
くるコミュニケーション（話し合い）教育プロ
グラムの開発
安全・安心な子育てを追求する環境づくりを行
う
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